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令和５年度健全化判断比率及び資金不足比率審査意見の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定

により、審査に付された令和５年度の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定

の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、別紙のとおり意見を提出しま

す。



 



令和５年度健全化判断比率審査意見 

 

１ 審査の対象 

令和５年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率）及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

令和６年７月８日から８月２６日まで 

 

３ 審査の概要 

この健全化判断比率審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施し

た。 

 

４ 審査の結果 

（１）総合意見 

     審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

健全化判断比率 令和４年度 令和５年度 早期健全化基準 

① 実 質 赤 字 比 率 － － １５．００％  

② 連 結 実 質 赤 字 比 率 － － ２０．００％  

③ 実 質 公 債 費 比 率 ６．６％ ５．８％ ２５．０ ％  

④ 将 来 負 担 比 率 ２．３％ － ３５０．０ ％  

   ※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がない場合は「－」と表示してい

る。 

 

（２）個別意見 

①実質赤字比率及び②連結実質赤字比率においては、赤字比率は計上されてい

ない。③実質公債費比率においては、早期健全化基準未満である。④将来負担比

率においては、充当可能財源額が将来負担額を上回ったため、算定されなかった。 

 

 

 

 



令和５年度資金不足比率審査意見 

 

１ 審査の対象 

令和５年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類 

 

２ 審査の期間 

令和６年６月２４日から８月９日まで 

 

３ 審査の概要 

この資金不足比率審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定となる事

項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

４ 審査の結果 

（１）総合意見 

     審査に付された各企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

会   計   名 
令和４年度 

資金不足比率 

令和５年度 

資金不足比率 
経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 － － 

２０．０％ 

下 水 道 事 業 会 計 － － 

国民健康保険病院事業会計 ６．８％ － 

老人保健施設事業会計 － － 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ事業会計 － － 

   ※資金不足比率は、資金不足が発生していない会計は「－」と表示している。 

 

（２）個別意見 

５事業会計全てにおいて、資金不足比率は発生していない。 

国民健康保険病院事業会計については、昨年度まで４年連続で資金不足が発生

していたが、固定資産の除却等を行ったことにより、解消可能資金不足額が増加

し、解消に至った。 

 


